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令 和 元 年 ９ 月 3 0 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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常任委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

議事に先立ち、一言申し上げます。

先日の台風17号に伴う竜巻等により発生した

災害で、延岡市を中心として、大勢の方々が被

害に遭われました。この台風災害により被災さ

れた皆様に対し、心からお見舞いを申し上げま

す。

それでは、議事に入ります。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで及び決算議案の上程であります。

まず、議案第１号から第17号まで及び第26号

の各号議案を一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。

まず、総務政策常任委員会、日髙陽一委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日髙陽一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり決定いたしました。

なお、議案第16号については全会一致によ

り、その他の議案については賛成多数により決

定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、令和元年度宮崎県一般会計補正予算

（第２号）についてであります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うもの及び

その他必要とする経費について措置するもの

で、63億9,800万円余の増額となっており、収入

財源の主なものは、繰越金61億7,000万円余、国

庫支出金１億7,200万円余であります。この結

果、補正後の一般会計の予算規模は6, 1 1 5

億8,600万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で1,000万円余の増額であり、特別会計と合わ

せた補正後の予算額は165億2,600万円余となり

ます。

また、総務部の補正予算は、一般会計で61

億5,100万円余の増額であり、特別会計と合わせ

た補正後の予算額は2,694億6,700万円余となり

ます。

次に、宮崎カーフェリー株式会社新船建造に

ついてであります。

このことについて委員より、「法人が所在し

就航地でもある宮崎市は、貨物・旅客輸送によ

る経済効果のみならず、固定資産税収などでも

大きな恩恵を受けるため、新船建造に当たって

は、応分の負担を求めるべきと考えるが、具体

的な支援要請は行われているのか」との質疑が

あり、当局より、「宮崎カーフェリー株式会社

より、事務レベルでの相談はされていると思

う。現在は、同社において、自己資金や金融機

関等で調達可能な金額について精査していると

ころであり、今後、具体的な不足額が確定した

場合には、宮崎市に対しても、正式に資金協力

の要請がなされるものと考えている」との答弁

がありました。

当委員会といたしましては、新船建造資金の

不足額の調達に当たり、宮崎市からも応分の負

担が得られるよう、知事みずからもトップ間で

の交渉に当たるなど、最大限の努力をしていた

だくよう要望します。

次に、総合運動公園の津波避難施設に関する

予算編成過程についてであります。

令和元年９月30日(月)
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令和元年９月30日(月)

このことについて委員より、「総合運動公園

の盛り土高台について、当初、民有保安林に造

成することが計画されていたが、予算査定時

に、用地取得見込みや保安林解除手続の確認は

されていたのか。また、当初計画を断念するに

至ったが、今後の予算編成に当たり、その反省

をどのように生かしていくのか」との質疑があ

り、当局より、「事業の所管部局に対する確認

は行ったところであるが、その確実性につい

て、より入念な確認を行うべきであったと反省

している。今後の予算編成に当たっては、各部

局との連携を密にし、確実性の高い方針を立て

た上で進めてまいりたい」との答弁がありまし

た。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、岩○丸山裕次郎議長

切達哉委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○岩切達哉議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で2,700万円余の増額

であり、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は2,278億4,000万円余となります。

このうち、新規事業「被保護者健康管理支援

事業の実施に向けた調査・分析事業」について

であります。

この事業は、令和３年１月から、健康上の課

題を抱える生活保護受給者の支援を行う「被保

護者健康管理支援事業」が、全ての福祉事務所

において必須化されることに伴い、事前に生活

保護受給者の医療に関する情報の調査及び分析

を行うものであります。

このことについて委員より、「本県の生活保

護受給者に対する医療扶助費が、全国に比べ高

くなっている理由は何か」との質疑があり、当

局より、「生活保護受給者の高齢化が医療費負

担を増大させていると考えられるが、本事業を

活用することで、より詳細な分析を進めたい」

との答弁がありました。

当委員会といたしましては、生活保護受給者

の健康上の重篤化を防ぐためにも、事業の調査

・分析結果を十分に生かし、本県の実情に合っ

た健康管理の支援体制を構築していただくよう

要望します。

次に、公立大学法人宮崎県立看護大学の平

成30年度の業務実績に関する評価・結果につい

てであります。

このことについて委員より、「卒業生の県内

医療機関等への就職率が、目標値の50％に対

し、34.4％と達成できていないが、今後どのよ

うに取り組むのか」との質疑があり、当局よ

り、「県内出身の学生は、県内に就職する割合

が高い傾向にあることから、受験における県内

推薦枠をふやすなど、新しい取り組みを進めて

いる」との答弁がありました。

また、別の委員より、「学生と各県立病院と
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のつながりを深めて、県立病院への就職を選択

するきっかけづくりができないか」との質疑が

あり、当局より、「看護大学では学生に、県立

病院の開催するインターンシップやバスツアー

へ積極的に参加するよう呼びかけ、就職先の一

つとして選択してもらえるように働きかけてい

る」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県内医療機関の

合同説明会の開催や、県立病院と連携した取り

組み等をさらに推進するなど、県内就職率の向

上に向けた取り組みを要望します。

次に、県立病院における看護師・助産師選考

採用試験結果についてであります。

このことについて当局より、令和元年度の選

考採用試験から新設された、県外医療機関の勤

務経験者を対象とするＵＩＪターン枠の受験者

数と合格者数などについての報告がありまし

た。

このことについて委員より、「ＵＩＪターン

枠の病院ごとに採用する地域枠のうち、受験者

がいなかった地域があったのはなぜか」との質

疑があり、当局より、「募集段階での声かけが

不十分だった部分もあると考えており、今後は

採用情報の発信方法を工夫してまいりたい」と

の答弁がありました。

また、複数の委員から、「採用予定者数が若

干名などと、明確な人数が記載されていない理

由は何か」との質疑があり、当局より、「出産

休暇・育児休業者や、年度途中での退職者も少

なくないなど人員が流動的であり、募集時に明

確な人数の提示が難しい」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、看護・介護職の

確保が全国的に厳しい状況の中で、県立病院が

担うべき高い医療水準を維持するためには、よ

り多くの看護師・助産師の確保が必要であるこ

とから、新たに創設されたＵＩＪターン枠も活

用しながら、計画的な看護人材の採用に努める

よう要望します。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員○丸山裕次郎議長

会、日高博之委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日高博之議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外７件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり決定いたしました。

なお、議案第１号、第４号及び第17号につい

ては賛成多数により、その他の議案については

全会一致により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で1,300万円の増額で

あり、この結果、特別会計を合わせた補正後の

予算額は422億3,800万円余となります。

次に、本県高校生の就職状況についてであり

ます。

このことについて委員より、「就職が内定し

た高校生のアンケート調査結果によると、就職

先を決める要因として、企業訪問や見学による

ものが多いが、今後の取り組みについてはどの
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ように考えているのか」との質疑があり、当局

より、「教育委員会との連携により、企業訪問

の取り組みを始めて４年になるが、企業の現場

を見学することは、県内企業への就職にも非常

に効果が大きいと考えていることから、このよ

うな取り組みをさらに充実させていきたい」と

の答弁がありました。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で9,100万円の増額で

あり、この結果、特別会計を合わせた補正後の

予算額は869億1,100万円余となります。

次に、議案第17号「一ツ葉有料道路の事業変

更に係る同意」についてであります。

このことについて複数の委員より、「今回で

無料化の延期は２回目になり、無料化目前で、

県民の期待は非常に大きかったがどのように考

えているのか」との質疑があり、当局より、

「一ツ葉有料道路は、物流や観光面等に重要な

役割を果たす路線であり、昨年９月に国から、

国土強靱化に向けた緊急対策を集中的に実施す

る方針が示されたことから、国土強靱化で求め

られるレベルまで、橋梁の耐震性能を可能な限

り早急に引き上げる必要がある。このため、有

識者会議等の御意見も伺いながら慎重に検討を

進めてきたところであるが、有料継続の場合

は、耐震対策に必要な経費や維持管理費用等を

通行料金で賄うことができるため、早期に耐震

対策を行うことができるが、一方、無料化した

場合には一般の国・県道と同じ扱いになり、国

道218号など優先度の高い橋梁があるため、一ツ

葉有料道路の耐震対策がおくれることから、有

料継続を提案したところである」との答弁があ

りました。

これに対して複数の委員より、「有料を継続

する場合でも、現行料金を維持したほうが徴収

期間も短くなり、周辺道路の渋滞の早期解消に

つながるのではないか」との意見があり、当局

より、「有識者会議において、有料継続の場合

は料金を下げてほしいとの意見が多かったこと

や、国道219号広瀬バイパス開通後に、さらなる

交通混雑の悪化が予測されていることから、料

金を下げることで周辺道路の渋滞緩和につなが

ると考えており、償還金額と料金徴収期間を考

慮して、新しい通行料金を設定したところであ

る」との答弁がありました。

また、当委員会において、有識者会議の座長

を参考人として招致し、有識者会議における議

論の経過を聴取したところ、委員より、「有料

継続を前提とした議論ではなかったのか」との

質疑があり、参考人より、「有料継続ありきで

はなく、無料化に期待する意見や、国の予算で

の対応を求める意見もいただきながら、橋梁の

耐震化を遅滞なく進める必要性はもとより、定

時性という経済面や観光面での有料継続による

メリットなども踏まえ、最終的には有料継続は

やむを得ないとの結論に至った」との答弁があ

りました。

このほか複数の委員より、「議論が尽くされ

ていないのではないか。また、議会に対する説

明が不十分ではないか」などの意見がありまし

た。

なお、委員より、当議案の同意に係る附帯決

議の提出が提案されましたが、全会一致となら

ず、委員会としての提出は見送ることになりま

した。

次に、総合運動公園津波避難施設整備事業の

計画変更についてであります。

このことについて委員より、計画変更に至っ

た経緯について質疑があり、当局より、「昨
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年10月に地元自治会の代表者へ計画案を説明し

た後、盛り土高台の設計等についての調査を経

て、ことし３月以降、地元自治会に対して６回

の説明を行ったところであるが、松林に対する

強い思いがあり、計画場所の変更に至った」と

の答弁がありました。

これに対して複数の委員より、「事業費が多

額であることに加え、津波避難施設の持つ重要

な役割からも、計画段階から地元自治会の同意

を得た上で取り組む必要がある。また、用地交

渉においても不退転の決意で臨むべきであるに

もかかわらず、トップである知事を含む当局の

交渉において、最善の努力がなされておらず、

計画見直し後の総事業費が約10億円増加する結

果を招いたのではないか」との意見があり、当

局より、「地元の総意をしっかりと把握した上

で事業を進めるべきであったと、強く反省して

いる」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、ただいま御報告

しました内容を踏まえ、今後、施策を遂行する

に当たっては、県議会を初め県民に対する丁寧

な説明など、真摯な対応を強く要求いたしま

す。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委○丸山裕次郎議長

員会、野﨑幸士委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○野﨑幸士議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、お手元に配付の議案委員会審査結果

表のとおり、全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で１億100万円余の増

額であり、この結果、特別会計を合わせた補正

後の予算額は421億300万円余となります。

このうち、漁海況変動等対策資金利子補給事

業についてであります。

この事業は、漁海況の変動等により不漁の影

響を受けた漁業者が、宮崎県信用漁業協同組合

連合会から運転資金を借り入れる際に、同連合

会による金利の軽減とあわせて、県、市町の利

子補給により金利を３％から0.5％に軽減するこ

とで、漁業経営はもとより、地域経済の振興に

寄与するものです。

これに対して委員より、「信用漁業協同組合

連合会は、漁業者を支援する立場であることか

ら、県と市町の利子補給とあわせて、同連合会

のさらなる金利の引き下げを働きかけるなど、

無利子で貸し付けるような対策が必要ではない

か」との意見があり、当局より、「事業の創設

に当たっては、信用漁業協同組合連合会とも十

分意見交換をしてきたが、さらなる金利の引き

下げについては、引き続き協議してまいりた

い」との答弁がありました。

次に、第八次宮崎県農業・農村振興長期計画

策定の基本的な方針についてであります。

このことについて委員より、「今後、人口減

少に伴う担い手不足は避けられないが、若者の

新規就農をさらに促進するためには、スマート

農業の推進や加工技術、販売力の強化による所
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得の向上など、魅力の創出が必要だと考える

が、次期計画ではどのように位置づける方針な

のか」との質疑があり、当局より、「次期計画

の策定に当たっては、５年先、10年先の本県の

農業のあるべき姿を想定した上で、担い手を確

保するためのスマート農業の推進や基盤整備、

６次産業化など、本県農業のさらなる発展のた

めに取り組むべき目標の設定等について、農業

経営者や農業団体等との意見交換会をしなが

ら、１年間かけてしっかり検討してまいりた

い」との答弁がありました。

これに対して委員より、「若者が希望を持っ

て就農できるような、魅力ある計画の策定に向

けて取り組みを進めていただくとともに、成功

している農家の事例など、将来がイメージでき

るような情報の発信についても、積極的に取り

組んでいただきたい」との要望がありました。

次に、平成30年度における、野生鳥獣による

農林作物等の被害額についてであります。

このことについて当局より、「平成30年度の

被害額は約３億4,500万円であり、前年度と比較

して約5,300万円、率にして13％の減少となって

いる。今年度も、防護柵の設備等による被害軽

減や、ジビエ処理加工施設整備の支援による捕

獲鳥獣の利活用等について進めていきたい」と

の報告がありました。

このことについて、農政水産部の審査の中

で、委員より、「事業により整備した侵入防護

柵の維持管理にどのように対応していくのか」

との質疑があり、当局より、「侵入防護柵等の

維持管理については、集落全体での取り組みが

重要であることから、市町村等と連携して取り

組んでまいりたい」との答弁がありました。

また、環境森林部の審査の中で、委員より、

「有害鳥獣を減らすためには、地域ごとに明確

な目標を立てた上で、取り組みを強化していく

必要があるのではないか」との意見があり、当

局より、「平成25年度に県内で12万5,000頭いた

鹿を、令和５年度末までに半減させることを目

標に、各地域で捕獲頭数の目標等を掲げて取り

組んでいる」との答弁がありました。

また、別の委員より、「鳥獣被害は、生産者

の生産意欲の低下につながり、ひいては、後継

者不在による中山間地域の維持にも支障を来す

と考えるが、今後どのように取り組んでいくの

か」との質疑があり、当局より、「中山間地域

で生活してもらうことによって県土が保全され

るなど、その恩恵は県全体に及んでいる。県で

は、鳥獣被害対策特命チームを立ち上げて、被

害対策防止や捕獲対策などに取り組んでいる

が、今後とも鳥獣被害がふえることのないよ

う、市町村や関係部局と連携し、情報を共有し

ながら、有害鳥獣対策に取り組んでまいりた

い」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、中山間地域にお

いても農業や林業が継続的に発展できるよう、

市町村や関係機関と十分連携しながら、有害鳥

獣対策を、より強力に推進するための体制強化

に努めていただくよう要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委○丸山裕次郎議長

員会、渡辺創委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○渡辺 創議員

します。
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今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、全会一致で決定いたしまし

た。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公営企業会計補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、地域振興事業会計において、

資本的支出及び事業費で1,100万円余の増額補正

を行うものであり、この結果、補正後の事業費

は2,200万円余となります。

これは、この６月から７月にかけての大雨・

豪雨により一ツ瀬川河川敷のゴルフコースの排

水状態が悪化しているため、早急に改良工事を

実施するほか、サービスセンターの照明工事等

を実施するものであります。

これに関連して複数の委員より、「厳しい経

営状況であるが、ゴルフは健康によいというイ

メージのもと、新しい切り口での情報発信や、

福祉サイドとの連携等はできないのか」との質

疑があり、当局より、「本年度から指定管理者

がかわり、コース管理に力を入れているほか、

お試しチケットの配付など、新規顧客の掘り起

こしも行っており、企業局も一体となって取り

組んでいきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県民の健康づく

りを支えるというイメージ展開のほか、他部局

との十分な連携により、一層の利用促進が図ら

れるよう要望いたします。

次に、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、五ヶ瀬中等教育学校の生徒寮

改修に伴うものであり、一般会計で350万円の増

額となっております。この結果、特別会計と合

わせた補正後の予算額は1,095億1,900万円余と

なります。

次に、家庭教育を支援するための施策の実績

についてであります。

このことについて委員より、「宮崎県家庭教

育支援条例は、数年前に議員発議案として提出

されたもので、全庁的に取り組む必要があり、

このように報告もいただくようになったが、そ

の後、取り組んでいく中で、教育委員会とし

て、新たな気づきや、部局間での連携等につな

がるものがあったか」との質疑がありました。

これに対して当局より、「全庁的に家庭教育

支援に関する施策の見える化が図られたほか、

教育委員会で養成した指導者の他部局への派遣

などを行っている。教育委員会の取り組みだけ

では家庭教育支援はできないので、これまでの

成果や課題等について、他部局と十分共有し、

さらに連携して取り組んでまいりたい」との答

弁がありました。

次に、県警察本部による損害賠償事案につい

てであります。

このことについて当局より、「損害賠償額を

定めたことについての報告事項において、警察

職員による交通事故や職務執行による損傷事案

が５件発生したため、さらに気を引き締め、職

員による交通事故及び損傷事案の根絶に努めて

まいりたい」との説明がありました。

当委員会といたしましては、職員の不注意に

起因するものも見受けられることから、そのよ

うな事案が発生しないよう、職員に対する教育

の徹底を要望いたします。

次に、公益財団法人宮崎県暴力団追放セン

ターについてであります。

このことについて委員より、「財政状況が厳
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しい中、自主財源をふやしていくためには、よ

り多くの事業所等に賛同してもらう努力が必要

なのではないか」との質疑があり、当局より、

「各事業所に賛助会員加入の依頼をしていると

ころであるが、個人会員も少ないため、今後

は、個人会員も含め賛助会員がふえるよう、同

法人の指導に努めたい」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、より多くの県民

が会員になることで、暴力団追放への意識の醸

成にもつながっていくものと考えられますの

で、個人会員の増加に向けた取り組みを進める

とともに、暴力団の進出の動きについての報道

もあったことから、県民の不安を払拭するため

にも、今後とも、警察本部として暴力団排除に

強い姿勢で臨んでいただくよう要望いたしま

す。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査○丸山裕次郎議長

結果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

議案第１号に対する修正動議提出◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、満行潤一議員外５名から、議案第１号に対

する修正動機が提出され、所定の発議者があり

ますので、動議は成立したものと判断し、議題

に追加いたします。

事務局長に修正動議を朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和元年９月25日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 宮崎県議会議員 満行 潤一

渡辺 創

田口 雄二

太田 清海

髙橋 透

岩切 達哉

議案第１号に対する修正案

議案第１号「令和元年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）」に対する修正案を別紙のとお

り提出する。

議案第１号に対する修正動議趣旨説明◎

ここで、本件について、提○丸山裕次郎議長

出者の趣旨説明を求めます。髙橋透議員。

〔登壇〕（拍手） 議案第１号○髙橋 透議員

「令和元年度宮崎県一般会計補正予算（第２

号）」に対する修正案の提案理由について述べ

てまいります。

修正内容は、宮崎県道路公社が一ツ葉有料道

路の事業変更に同意を求める議案第17号を不同

意とすることに伴い、債務保証を議案第１号か

ら削除するものであります。

理由として、２つあります。

１つ目は、手続の問題です。有識者会議を本

年１月から開始し、４月に２回目を、そして６

月議会を挟んで３回目の会議で結論を見ていま

す。その間、議会への丁寧な説明どころか、有

識者会議の公開すらされていませんでした。

県民の声を代弁するのは、県内各選挙区から

選出された我々議員であります。宮崎市在住の
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方々で構成された有識者ではありません。議会

軽視と言わざるを得ません。

２つ目は、利用者負担であります。県当局の

議案は、利用料を150円に減額して10年間継続す

ると、利用者負担は97億円に上ります。現行料

金体系の200円を維持すれば、利用者負担総額

は77億円になり、利用者負担額を20億円減額で

きます。しかも６年後には無料化となります。

我が県民連合宮崎は、冷静沈着に熟議を重ね

た結果、県民に不利益を与える議案を容認する

ことは断じてできません。

以上、一ツ葉有料道路の耐震対策の一日も早

い完了と同時に、早期無料化実現のための政策

転換を求める修正案の説明を終わります。（拍

手）〔降壇〕

提出者の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

修正動議に対する質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります○丸山裕次郎議長

が、討論についての発言時間は１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、満行潤一議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○満行潤一議員

崎、満行潤一です。議案第17号「一ツ葉有料道

路の事業変更に係る同意について」、反対の立

場で討論します。

私が代表質問をした日が９月13日、その前日

の朝７時に自宅の電話が鳴りました。こんな早

朝に誰だろうと思ったら、都城商工会議所の会

頭経験者でした。要件の趣旨は、「一ツ葉有料

道路の有料化延長に関連して質問をすると聞い

ているが、ぜひ、反対をして有料化をとめてほ

しい」との内容です。「商売には10分という時

間は貴重です。早期に無料化をして、県内経済

活動に資することが重要。料金徴収には係員も

配置しなければならないし、管理する組織も要

る。どれだけ維持費がかかりますか。県の役人

は継続すると言うかもしれないが、知事の政治

判断で、有料化をやめることは可能です。ぜひ

反対してください」、こういう趣旨でした。ま

さに正論です。社民党の私に電話をいただくぐ

らいですから、相当深刻に捉えておられるのだ

ろうと察しました。

さて、代表質問で指摘した点を、再度述べま

す。

知事は４日の定例記者会見で、「南海トラフ

巨大地震の発生確率が高まるなどの状況があ

り、スピード感を持って耐震化に取り組む必要

がある」、また、開会日の提案理由説明では、

「県民の安全・安心を守る観点から、財源を確

保し耐震化を進めていく必要がある」と説明さ

れていますが、耐震化を促進する理由は十分理

解できます。しかし、その財源を全額通行料金

で充当しなければならないとの理由にはなりま

せん。

提案理由説明では、「県民の負担を軽減する

ために引き下げる」とされていますが、利用者

の負担感は低下するかもしれないが、利用者が

払うトータルの料金負担額は大きく膨らみま

す。有料化が10年だと、40億円徴収するのに57

億円の経費が必要とされています。利用者の負

担は大きくふえます。

県内の経済活性化の視点から見れば、県北の

皆さんには、延岡南から佐伯までは無料、九州

中央道の無料区間が延伸、大分市や熊本市、熊

本空港にどんどん短時間で行けるようになり、

便利になっています。10年も有料期間が続け
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ば、どんどんどんどん宮崎市が遠くなっていく

のではないでしょうか。

西都・児湯の皆さんが、広瀬バイパスの早期

完成を目指していたのも、来年２月の一ツ葉有

料道路の無料化を意識してのことです。広瀬バ

イパスの利用度も大きく低下してしまいます。

知事は記者会見で、「無料開放を期待してい

た県民に対して、県議会での議論を通じて丁寧

に説明していきたい」と発言されています。

有識者会議は３回開催されながら、県議会に

は担当委員会に経過報告しただけで、有識者会

議に配付された資料も、今議会の一般質問が終

わった日に、一部の議員に配付しただけです。

議会に対する意見集約が不十分だと思います。

その有識者会議のメンバーは、全員宮崎市内の

方です。幅広く人選するべきであったと思いま

す。また、その有識者会議でも、無料化を強く

求めた意見があったことも明らかになりまし

た。

有料化延長の必要性について、議論が尽くさ

れていません。また、議会に対する説明が不十

分だと感じます。

仮に耐震化に40億円かかるとして、毎年４億

円ずつ10年間、一般会計から支出すれば無料化

できます。また、県道路公社への県支出金29億

円余や、公社の内部留保金も活用できるはずで

す。政治判断で無料化は可能です。

代表質問では、「有料道路の耐震化や災害復

旧などは、国の交付金など公金投入はできな

い」との部長答弁でした。であれば、有料期

間10年の間に大きな災害が発生し、多額の補修

費が必要となった場合、また有料期間が延長さ

れることとなります。

商工建設常任委員会の議案審議で、「有料継

続の場合は、耐震対策に必要な経費や維持管理

費用等を通行料金で賄うことができるため、早

期に耐震対策を行うことができるが、一方、無

料化した場合には、一般の国県道と同じ扱いに

なり、国道218号など優先度の高い橋梁があるた

め、一ツ葉有料道路の耐震対策がおくれること

から、有料継続を提案したところである」との

答弁がありました。

しかし、有料化を継続する場合でも、現行料

金の普通車200円を維持したほうが、徴収期間も

４年短縮され、県民負担の総額も20億円軽減で

きます。無料化を待ち望んでいる県民にとって

は、10年にわたる有料化延長の根拠としては、

どれも説得力を持ちません。

新聞報道によれば、知事にこの件について謝

罪を求める意見もありました。誤解のないよう

に申し上げますが、私たち県民連合宮崎は、知

事に謝罪を求めてはいません。私たちは、早期

の無料化を図ることによって、県民負担の軽

減、経済活動の活性化のための政策転換をする

よう求めているのです。以上です。（拍手）

〔降壇〕

次は、前屋敷恵美議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。私は、議案第17

号「一ツ葉有料道路の事業変更に係る同意につ

いて」、このことに対して反対の立場から討論

を行います。

今回、提案されました一ツ葉有料道路の事業

変更は、現在、南海トラフ地震による甚大な被

害が想定されるもとで、早急に求められる橋梁

の耐震化のための予算約40億円が、財政上、県

費では賄えないとの理由で、有料化を継続し通

行料をもって充てるとして、来年、令和２年２

月28日までとしていた料金徴収期間を、10年間

延長をするというものです。しかも、現行の有
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料徴収期限が来年２月末と迫る中で、事業変更

を国に申請し許可を得るまでには一定の期間を

要し、何より議会の同意を必要とするために、

今議会での性急な結論が求められることになっ

たわけです。

しかし、県民の無料化への期待は、長年待ち

望んできただけに、実に大きいものがありま

す。我が党は、予定どおり、来年２月28日を

もって有料化を終了し、一般道路として開放す

ることが筋であり、必要であると考えます。

予定どおりといっても、平成19年に当初の予

定を10年間延長してきた経過があります。二度

にわたって県民との約束をほごにすることは許

されません。一日も早く一般道路として誰もが

利用できるようにすることこそ、行政の努めで

あり、道路としての役割を果たすことになるの

ではないでしょうか。

早期の耐震化が必要であることを、誰しも否

定するものではありません。やらなければなら

ない課題です。しかし、10年間のさらなる延長

に係る道路の維持管理費や有料道路の運営費な

どを含めると、必要経費は総額約97億円にもな

り、それらを全て通行料、利用者負担で賄うと

いうことになります。通行料金を北線・南線と

もに現行の200円から150円に引き下げ、負担感

をなくすとしていますが、利用者負担に変わり

はありませんし、料金を減額すれば通行量がふ

えるとする保証は何らありません。

今回、「有料継続やむなし」、「仕方ない」

と認めることは、今後、あらゆる事業において

も、緊急性が求められるとなれば、「県民負担

で」ということになりかねないことが危惧され

ます。とりわけ緊急性が求められる事業である

ならば、国の財源とともに、県の起債も必要な

のではないでしょうか。

一ツ葉有料道路は、昭和49年４月２日に供用

開始されて以来、今回さらなる延長となれば、

通算56年、半世紀以上にわたって、料金を払う

人、払える人という一部の通行車両に限定され

る状況が続くことになります。

また、有識者会議の中での意見で、「有料と

いう規制のもとで、渋滞する道路、渋滞しない

という道路をつくることは合理性がある」とい

う意見も出されておりますが、こういうこと

は、果たして県民の立場に立ったものと言える

でしょうか。そもそも、道路をつくった当初の

目的と照らしてどうなのか、検証・再考が求め

られると思います。道路のあり方そのものが問

われる課題だと思います。

現在、とりわけ宮崎市を中心とする交通網

は、外環状線やバイパスの開通をもって、中心

部の渋滞緩和が図られようとしています。しか

し、いまだに解消されないのが、国道10号の渋

滞です。この対策も、有料道路建設の目的の一

つでもあったのではないでしょうか。一日も早

く、有料道路の開放をもって渋滞解消を図り、

円滑な交通の流れをつくることは、喫緊の課題

であります。

今回の有料継続問題は広く、道路には誰が責

任を持つのか、住民生活に欠くことのできない

生活道路、また商業道路としてのあり方そのも

のが問われると思います。

一ツ葉有料道路の来年２月をもっての無料化

を強く求めて、討論といたします。以上です。

（拍手）〔降壇〕

次は、太田清海議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 議会という○太田清海議員

立場が、こんな状態に置かれてしまっていいの

だろうか。各党、各会派のプライドをかけた代

表質問でも明らかにされなかった、一ツ葉有料
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道路の本当の耐震対策費用が、40億円ではな

く、我が会派の渡辺創議員の最終日の一般質問

で、97億円と判明しました。97億円という利用

者負担額を認めるかどうか、今まさに、議員一

人一人の心に問われているのに、もう時間がな

いということで、政策議論のないこんな状態

に、議会が置かれてしまっていいのだろうか。

県民連合宮崎、太田清海でございます。議案

第１号に対する修正案に賛成し、議案第17号

「一ツ葉有料道路の事業変更に係る同意につい

て」、反対の立場で討論します。

私が、議会と執行部の関係を初めて身にしみ

て教えられたのは、私が延岡市役所で管理職的

な立場になろうとしていたころのことでした。

私たち若い管理職群が、地域の要望や意見を聞

くために、区長会などのさまざまな団体の会合

に出席しようとするときに、当時の上司である

部長から、「いいか、言っとくけど、延岡に市

議会は１つだからな。延岡に市議会は１つ、こ

のことを頭に叩き込んでおくこと。出席した会

合で、いろんなことを聞かれると思うが、予算

をつけますとかいいかげんな約束をしてきたら

いかん。延岡に議会が２つも３つもあるような

ことをしたらいかん」、そのように言われまし

た。

「延岡に議会が２つも３つもあるようなこと

をしたらいかん」、この言葉に、私は公務員と

して、議会が唯一最高の意思決定機関であると

いうことを、机上ではなく身をもって叩き込ま

れたようで、身の引き締まる思いがしました。

この部長の思いは、裏を返せば、「議会に対し

て誠心誠意、正直、真剣に一生懸命説得すれ

ば、幾ら難しい問題でも、議会人として必ずわ

かってくれる」という、部長としての信念とプ

ライドを感じました。この部長は、学歴・職歴

ともに大変苦労されて部長になられた方で、そ

れだけに私の尊敬する部長でした。

本論に入りますが、この反対討論をするに当

たって、我が会派の同僚議員から、一ツ葉有料

道路に関する過去の議事録を調べてもらいまし

た。これまでの議論の経過が大事であると思っ

たからです。

それによると、６年前の平成25年11月議会で

は、宮崎市の事業で、小戸之橋かけかえ工事を

開始することに関連して、複数の議員が、「一

ツ葉有料道路南線を無料化してほしい」と質問

しています。当時の県土整備部長は、「多額の

未償還金もあり、途中での無料化は国の許可が

難しい」と、繰り返し繰り返し拒否をされまし

た。

平成27年11月議会では、「道路維持費用を捻

出するためには、逆に有料継続が必要ではない

か」と質問がありました。質問の趣旨は、「償

還が終わった後、有料道路方式を続けたとした

ら、年間約10億円の財源が確保でき、維持管理

に利用することができる。無料化が予定されて

いる一ツ葉有料道路を、引き続き有料道路とし

て管理することが制度上可能なのか」と聞くわ

けです。

それに対して県土整備部長は、「有料道路

は、道路整備特別措置法に基づき、料金徴収期

間終了後は無料開放することとなっておりま

す。ただし、特例として、道路の維持修繕に要

する費用が一般的な道路に比べ特に多額の費用

を要し、かつ、県などの道路管理者で行うこと

が著しく困難または不適当な場合に限り、国土

交通大臣の許可を受けて、引き続き、道路公社

が有料道路として管理することができることと

なっております。現在、この許可を受けている

道路は、海底トンネルの関門トンネルや富士山
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有料道路など、全国で３路線のみであります。

これらは、特殊な道路の構造や自然環境のもと

で、漏水対策や除雪等の維持管理に多額の費用

を要する路線であり、このような全国的な事例

と比較をしますと、一ツ葉有料道路で許可を受

けることは困難ではないかと考えております」

と、わざわざ富士山有料道路、関門トンネルな

ど、特殊・特別な道路しか許可されないという

表現で、執行部みずから無料化方針を堅持し、

有料継続を拒否しました。

平成28年９月議会では、「宮崎県道路公社は

解散時期が迫ってまいりましたが、公社が解散

するに当たり、県に入ってくる出資金の返還額

や譲渡される資産についてはどのような状況

か」と質問があり、県土整備部長は、「県道路

公社につきましては、出資金の返還額は29

億8,700万円となっております。また、譲渡する

資産はありませんが、保有する一ツ葉有料道路

は、解散後、県に帰属することとなります」と

答えました。

今回、耐震工事の財源をどうするかが問題と

なっているのですが、このように、これまでの

答弁どおりなら、有料継続は困難であり、ま

た、耐震化に必要な費用は、公社解散後に、公

社からの約30億円という返還金で賄えるという

ことになりませんか。

ところが、去年の平成30年11月、「耐震化が

必要ではないか」という質問に、県土整備部長

が、「国土強靱化に必要なレベルに性能を引き

上げるためには、一ツ葉大橋を含む７橋におい

て耐震対策が必要な状況」と答えたついでに、

「その整備には多額の費用が必要になるものと

考えております」と、質問者が口にしていない

費用問題をあえて口にし、知事がさらに、「一

ツ葉有料道路につきましては、今後、どのよう

に財源を確保しながら耐震対策等を行っていく

のか、有識者等の意見も伺いながら、有料継続

の可能性も含めて、関係機関と協議をしていく

必要があるものと考えております」と答えてい

ます。

振り返ってみれば、執行部はこのころから、

なぜか無料化という方針を一転して、有料継続

への手順、布石を踏まれてきたのではないかと

思えてなりません。

だとするならば、「実は有料継続したい」と

いうことを早く、せめて６月議会も含めて今議

会の前には言うべきではなかったでしょうか。

出資金返還金約30億円を活用するなど、もっと

よい方法がほかにもあるのではないかと、私ど

もは主張したのですが、手続に要する時間がな

いということを理由として、県議会に求められ

ている政策議論すらできませんでした。これこ

そ、議会での議論の積み上げを軽く扱う議会軽

視そのものではないでしょうか。

「委員会では苦渋の判断をした」という新聞

記事がありましたが、そのような状況をあえて

つくり出した責任は、重いものがあります。知

事には、議会との対話を大事にしていただきた

い。有識者に意見を伺うとしても、繰り返し議

会に経過を報告すべきです。さらに、県民の負

託を受けて、ここ議会にいる39人は、有識者会

議のメンバーよりすぐれているとか、そういう

ことを申し上げるつもりはありませんが、何よ

り県議会の意見集約を軽視する姿勢は、厳に慎

まれることを求めます。

私たちは、知事に謝罪を求めているのではあ

りません。私たちが今求めているのは、耐震化

費用を利用者負担にするのではなく、県民の立

場に立った政策転換です。

このような立場から、議案第17号、有料道路
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の事業変更に係る同意案については反対するも

のであります。

議員諸氏の皆さんに、改めて県民の声を踏ま

えた判断をされるよう求めて、討論としたいと

思います｡（拍手）〔降壇〕

次は、来住一人議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○来住一人議員

ざいます。私は、日本共産党を代表して、ただ

いま議題となっております議案第１号、第４

号、第６号から第９号までの６議案について、

反対の立場から討論をいたします。

まず、議案第１号「令和元年度宮崎県一般会

計補正予算（第２号）」について述べます。

本議案は、63億9,891万3,000円増額補正し、

予算の総額を6,115億8,685万円に補正しようと

するものであります。

補正の内容は、佐土原駅を利用される高齢者

や障がい者などの安全性を確保するための、佐

土原駅バリアフリー化整備を支援する補助事業

や、募集定数を男女同数にするための、五ヶ瀬

中等学校の寮改修事業、認定こども園施設整備

交付金、鳥獣被害防止対策事業など、県民生活

に欠くことのできない補正でありますけど、次

のことが含まれているために同意できないもの

であります。

第１に、宮崎県道路公社が一ツ葉有料道路の

事業計画を変更することに伴い、債務負担行為

を設定することにあります。この問題について

は、さきに前屋敷議員が、議案第17号について

討論をいたしました。関連をしておりますの

で、私は省略いたします。

第２に、マイナンバーカードの取得を促進す

るための促進事業費が計上されていることであ

ります。

御承知のようにマイナンバーは、日本国内で

住民登録をした全ての人に12桁の番号を割り振

り、税や社会保障などの分野で、個人情報の特

定、確認ができるようにする仕組みでありま

す。

マイナンバー制度は、2015年10月にスタート

し、ことし３月の普及予定は8,700万枚でありま

したが、ことし８月末は1,780万枚、普及率14

％。ちなみに本県は、７月１日現在、20万3,873

枚、18.3％であります。普及率が低いのは明白

で、国民にとって必要性が感じられないこと、

個人情報の漏えいやプライバシーの侵害の危険

を抱えているからであります。

政府は、国民の不安を置き去りにしたまま、

なりふり構わず、カードの普及に突き進もうと

しています。今月３日のデジタル・ガバメント

閣僚会議は、その推進のための具体策を打ち出

しました。

その一つが、ナンバーカードを持つ人がス

マートフォンのキャッシュレス決済を使う場

合、国の税金でポイントを上乗せする仕組みの

導入です。消費税増税対策のキャッシュレス決

済のポイント還元が来年６月に終わるため、そ

の後の消費活性化策にも活用しようというもく

ろみのようであります。国民が求めていないマ

イナンバーカードを押しつけるために、増税対

策の名目で国費を使うことに道理はありませ

ん。

政府は、来年度末までに6,000万～7,000万枚

のカード発行を目標にしております。これに必

要な予算は、数千億円に達すると言われており

ます。ここまで国費を投入しなければ普及が進

まないこと自体、制度の行き詰まりを示してい

ると思います。

2021年から健康保険証としても使えるように

する計画のようでありますが、病院などでの
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カード利用は窓口対応を複雑にし、職員の多忙

化に拍車をかけ、患者にとってもメリットはな

く、カードを持ち歩くことによって、リスクは

高まるばかりであります。マイナンバーカード

は「みだりに他人に知らせないようにしましょ

う」と政府が喚起するぐらい、危険なもので

す。これを持ち歩かせ、盗まれたり紛失したら

どうするのか、何も解決されていません。本補

正は、こうした事業を推進するものと不可分の

ものであります。

議案第４号については、消費税増税に関する

ものであり、これまで討論を行っておりますの

で、内容については省略をいたします。

議案第６号、第７号、第８号、第９号は、会

計年度の任用職員に関することでありますの

で、まとめて討論をいたします。

この一連の議案は、地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律によって提出されて

いるものであります。もととなる法は、地方自

治体における特別職非常勤及び臨時的任用の実

態が、地方公務員法の規定と乖離しているとし

て、臨時・非常勤の任用要件を厳格化し、増大

した臨時・非常勤職員の受け皿として、新たに

有期雇用契約である会計年度任用職員制度を新

設するものであります。

第１の問題は、臨時や非常勤職を増大させた

ことへの国や自治体の反省はなく、臨時・非常

勤の正規化などの抜本的な改善策を示さないま

まとなっているのであります。

本県の知事部局、教育委員会、公営企業、警

察本部の臨時・非常勤職員は8,530名で、全職員

に占める割合は33.1％となります。民間の非正

規雇用労働者に認められた解雇法理の適用によ

る無期限転換の対象外とされ、司法の場でも歯

どめがかからず、不安定、低賃金の臨時・非常

勤職員がふえ続けているのであります。基幹

的、恒常的業務については常勤化すべきである

のに、常勤化への道を開くものとはなっており

ません。

第２の問題は、会計年度任用職員制度が、入

り口規制のない有期雇用の職となっており、会

計年度ごとに任用と雇いどめを進めることがで

きるもので、合法的な人員の調整弁となる可能

性もあり、地方公務員法の恒常の職の無期限任

用の原則を掘り崩すおそれがあります。

常勤と非常勤の格差は、今や民間以上になっ

ていると言われ、臨時・非常勤職員の多くが女

性であります。まさに、公務の現場がワーキン

グプアの現場となっており、社会全体の格差拡

大を進める結果となっております。フルタイ

ム、無期雇用が原則という国際ルールからも、

公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心

とする原則からも逸脱した、法改正をもとにし

た条例には同意できないものであります。

仕事の中身が同じなら、権利も賃金も同じ、

人間の平等からして当然の状態を、公務の現場

でこそ実現することが求められていることを強

調して、討論を終わりたいと思います。（拍

手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号に対する修正案採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

まず、議案第１号に対する修正案についてお

諮りいたします。

本修正案に賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立少数。よって、本修正○丸山裕次郎議長
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案は否決されました。

◎ 議案第１号採決

○丸山裕次郎議長 次に、議案第１号について

お諮りいたします。

〔県民連合宮崎所属議員退席・退場〕

○丸山裕次郎議長 本案に対する委員長の審査

結果報告は可決であります。委員長の報告のと

おり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○丸山裕次郎議長 起立多数。よって、本案は

委員長の報告のとおり可決されました。

〔県民連合宮崎所属議員入場・着席〕

◎ 議案第17号採決

○丸山裕次郎議長 次に、議案第17号について

お諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○丸山裕次郎議長 起立多数。よって、本案は

委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第４号及び第６号から第９号まで採決

○丸山裕次郎議長 次に、議案第４号及び第６

号から第９号までの各号議案について、一括お

諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○丸山裕次郎議長 起立多数。よって、各号議

案は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号、第３号、第５号、第10号から

第16号まで及び第26号採決

○丸山裕次郎議長 次に、議案第２号、第３

号、第５号、第10号から第16号まで及び第26号

の各号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山裕次郎議長 御異議なしと認めます。

よって、各号議案は委員長の報告のとおり可決

されました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○丸山裕次郎議長 次に、お手元に配付のとおり、

各常任委員長及び議会運営委員長から閉会中の継続

審査及び調査の申し出がありますので、これを議題

といたします。〔巻末参照〕

閉会中の継続審査及び調査については、各委員長

の申し出のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山裕次郎議長 御異議なしと認めます。

よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の

継続審査及び調査とすることに決定いたしまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○丸山裕次郎議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和元年９月30日
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宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 議会運営委員長 外山 衛

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

新規就農者の確保・育成に関する意見書

議員発議案第２号

高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を

求める意見書

令和元年９月30日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 宮崎県議会議員 日高 博之

中野 一則

外山 衛

山下 博三

窪薗 辰也

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第３号

一ツ葉有料道路の事業変更に係る同意につ

いての附帯決議

令和元年９月30日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 宮崎県議会議員 満行 潤一

渡辺 創

田口 雄二

太田 清海

髙橋 透

岩切 達哉

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第４号

一ツ葉有料道路の耐震対策の完了と早期の

無料化を求める決議

議員発議案第１号から第４号まで追加上程◎

ただいま朗読いたしました○丸山裕次郎議長

議員発議案第１号から第４号までの各号議案を

日程に追加し、議題とすることに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

議員発議案第１号及び第２号採決◎

まず、議員発議案第１号及○丸山裕次郎議長

び第２号を一括議題といたします。

お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、説明を省略して直ちに審議すること

に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号及び第２号について、一括

お諮りいたします。

両案を原案のとおり可決することに御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長
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よって、両案は原案のとおり可決されました。

議員発議案第３号提案理由説明◎

次に 議員発議案第３号を○丸山裕次郎議長 、

議題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。日高博之議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○日高博之議員

ここで発議者を代表して、一ツ葉有料道路の事

業変更に係る同意についての附帯決議の提案理

由を説明させていただきます。

当道路については、料金徴収期間を令和２年

２月28日までとし、その後は無料開放する予定

でありましたが、南海トラフ地震の発生が懸念

される中、耐震対策等をどのように進めていく

のか、有識者会議等で有料継続の可能性も含め

た検討が行われ、現在の料金を引き下げた上

で、徴収期間を令和12年２月28日まで10年延長

する旨の議案が、今議会に提出されたところで

あります。

県当局においては、ことし１月から７月まで

３回にわたって有識者会議を開催していただき

ましたが、今回の耐震対策等に必要な費用な

ど、県議会を初め県民に広く情報提供し、理解

を深める観点からは、必ずしも十分な対応が

あったとは言いがたいところであります。

よって、ここに一ツ葉有料道路の事業変更に

係る同意に当たっては、令和12年３月１日以降

の有料期間の延長は認めないこと。維持管理費

用等の縮減を図るなど、延長した有料期間を可

能な限り短縮できるように努めること。さらな

る利用促進対策を講じ、その周知に努めるこ

と。災害時においては緊急輸送道路として機能

するよう、早期の復旧に努めること。広瀬バイ

パス開通後の必要な渋滞対策について万全を講

じること。

以上、５つの事項を求めるものであります。

何とぞ、議員各位の御理解と御賛同をいただき

ますようお願い申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。以上です。（拍手）

〔降壇〕

提出者の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

質疑の通告はありません。

議員発議案第３号採決◎

お諮りいたします。○丸山裕次郎議長

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第３号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、本案は原案のとおり可決されました。

議員発議案第４号提案理由説明◎

次に 議員発議案第４号を○丸山裕次郎議長 、

議題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。渡辺創議員。

〔登壇〕（拍手） ただいま議○渡辺 創議員

題となっております、議員発議案第４号「一ツ

令和元年９月30日(月)
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葉有料道路の耐震対策の完了と早期の無料化を

求める決議案」について、提案の趣旨を御説明

申し上げます。

来年２月をもって利用料徴収を終える予定

だった一ツ葉有料道路については、今議会の審

議を通し、幾つかの新しい事実が判明し、その

過程で、県の取り組みにさまざまな疑義が生じ

たことは、議場にいらっしゃる皆さんが御存じ

のとおりです。また、県の新方針は、「利用者

負担をできるだけ軽減する」という観点での検

討が十分でなく、政策判断としての妥当性にも

疑問符がつく状況になっています。

私ども、この決議案の提出者は、現状を鑑

み、有料継続に伴う判断は大前提が覆った状況

にあり、もう一度ゼロベースで、きちんと必要

な時間をかけ、真に県民利益に沿った検討を行

うべきと考えてまいりました。

しかしながら、同意を求められた議案である

議案第17号は、先ほど賛成多数で成立したとこ

ろです。

一ツ葉有料道路は、これから普通車の通行料

を150円に引き下げ、有料を継続する形で、国へ

の申請などの手続が進められるわけですが、そ

の手続はいつでも再手続が可能なものです。県

が判断をし、議会が同意すれば、再度方向性を

改めることは幾らでも可能なわけです。

今回の委員会審議を初め、議会に対する説明

では、執行部から、「今議会での同意がなけれ

ば、手続が間に合わなくなる」という旨の発言

が繰り返されました。この事態は、議会の慎重

審議、さらには県民の利益を大切に考えるとい

う観点からも、執行部の議会軽視の姿勢が如実

にあらわれたと言わざるを得ません。

震災対策は極めて重要なことであり、その必

要性は多くの県民に理解されるはずです。しか

し、だからといって、県民に負担を求めること

の意味を軽んじていいわけではありません。県

の判断は、現行の料金体系と比較したときに、

利用者の負担を20億円ふやすものです。このこ

との意味を、もう一度ニュートラルの状態から

真剣に考える姿勢が必要なはずです。県執行部

には、体面にこだわるのではなく、県民の利益

を最優先し、もう一度きちんとした検討を行う

姿勢が必要なはずです。

繰り返し申し上げます。政策転換は、手続的

にも今後も可能です。その思いを込めたこの決

議案に多くの議員の御賛同を求めたいと、心か

ら願うところです。

先ほど、日高博之議員を初め５名の方々が提

案された議員発議案第３号が、全会一致の賛成

で成立しました。表現の仕方に多少の差異はあ

るかもしれませんが、根底に込められた思いは

共通するものであると感じています。議案に賛

成しながらも、附帯する決議として県に物を申

さざるを得ないと判断なさった議員各位の心境

はいかばかりかと、推察するところです。

両決議案に通底するのは、県の姿勢に対する

議会としての大変強い不信感であります。知事

を初め執行部の皆様には、不信を抱かざるを得

ない状況がなぜ生まれたのかを真剣に考えてい

ただきたい。この決議案提出に至った最大の趣

旨はそこにあることを、最後に改めて強調し、

提案理由説明といたします。（拍手）〔降壇〕

提出者の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

質疑の通告はありません。

討 論◎

お諮りいたします。○丸山裕次郎議長

本案については、会議規則第39条第３項の規
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定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。二見康之議員。

〔登壇〕（拍手） 議員発議案○二見康之議員

第４号「一ツ葉有料道路の耐震対策の完了と早

期の無料化を求める決議」について、反対の立

場から討論いたします。

提出者のお一人は、９月19日の一般質問にお

いて、一ツ葉有料道路に関して、「この件は、

もう一度きちんと検討し直す必要があるのでは

ないかと私見を申し上げ、ここから先の議論

は、常任委員会に委ねたいと思います」と述べ

られております。

また、議案の付託を受けた商工建設常任委員

会でも、提出者の別のお一人が委員として委員

会に出席され、９月20日、24日の夕刻まで十分

な時間をもって慎重な審査を行い、全委員合意

のもと、25日午後に採決を行ったところであ

り、この本会議において、議案第１号及び第17

号は、委員長報告のとおり可決されたところで

あります。

本決議案は、「再度の政策転換をするよう強

く求めるものである」という文言で結ばれてお

りますが、本会議において議案が可決された直

後に政策転換を求めるというのは、議会の議決

の重さを鑑みると、同意できないものでありま

す。

以上申し上げ、反対討論を終わります。（拍

手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で討論は終わりました。

議員発議案第４号採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

議員発議案第４号についてお諮りいたしま

す。

賛成の議員の本案を原案のとおり可決することに

起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立少数。よって、本案は○丸山裕次郎議長

否決されました。

知事発言◎

ここで、知事から発言の申○丸山裕次郎議長

し出がありますので、これを許します。

〔登壇〕 発言の機会を○知事（河野俊嗣君）

いただき、ありがとうございます。一言、おわ

びを申し上げます。

先ほど議決いただきました、議案第１号「令

和元年度宮崎県一般会計補正予算（第２号）」

及び議案第17号「一ツ葉有料道路の事業変更に

係る同意について」並びに、あわせて議決のあ

りました附帯決議についてであります。

一ツ葉有料道路につきましては、その事業変

更に当たり、県議会並びに県民の皆様に対し、

今後必要となる維持管理費等の費用についての

説明が十分ではなかったことを深くおわび申し

上げます。

私としましては、県民の生命、安全・安心な

暮らしを守る観点から、早期に耐震対策等を実

施するとともに、維持管理費等の縮減に努めつ

つ、さらなる利用促進対策や必要な渋滞対策な

どにしっかり取り組んでまいります。

次に、総合運動公園津波避難施設整備事業の
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計画変更についてであります。

民有林に計画しておりました盛り土高台の整

備につきましては、地元の方々の総意をはっき

りと把握できなかったことに加え、私も含め県

として、住民の皆様に対する説明に行き届かな

い点がありましたことを、反省すべきであると

考えております。

また、議会に御説明してまいりました整備計

画を変更し、事業費が当初計画を大きく上回る

こととなりましたことにつきましても重く受け

とめており、その責任を強く感じているところ

であります。

今後は、これらの反省を踏まえまして、県議

会を初め県民の皆様への丁寧な説明に努め、誠

心誠意、適切な事業の推進に取り組んでまいる

所存でありますので、御指導、御協力のほど、

よろしくお願い申し上げます。以上でありま

す。〔降壇〕

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題と○丸山裕次郎議

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり、議員を派遣することに御異議ありま

せんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○丸山裕次郎議

て、お手元に配付のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。

議案第27号から第31号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、知事から、議案第27号から議案第31号まで

の各号議案の送付を受けましたので、これらを

一括上程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 ただいま提案○知事（河野俊嗣君）

いたしました特別議案の御説明に先立ち、御報

告をさせていただきます。

今月22日に本県に接近した台風第17号による

被害についてであります。

今回の台風では、人命にかかわる被害は発生

しませんでしたが、宮崎市及び延岡市で20名の

方が負傷されました。また、県内各地で住家被

害に加え、道路・河川や農業関係などにおきま

しても被害が発生しております。特に、延岡市

では竜巻が発生し、住宅の一部破損が500棟以上

に上るなど、大きな被害が生じたところであり

ます。被害に遭われた方々に、心からお見舞い

を申し上げます。

県といたしましては、速やかに被害の全容把

握を行うとともに、市町村や関係機関と連携

し、早期復旧や災害対策の強化に万全を期して

まいります。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、議案第27号「平成30年度宮崎県歳入

歳出決算の認定について」であります。

これは、平成30年度の一般会計と15の特別会

計の決算について、地方自治法の規定に基づ

き、議会の認定に付するものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。

決算の結果は、歳入5,804億733万6,000円、歳

出5,680億8,809万8,000円となっており、翌年度

への繰越事業に充当する財源を差し引いた実質
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収支は、61億7,049万3,000円となっておりま

す。

平成30年度の財政運営につきましては、未来

を支える人財の育成・確保等の取り組みや、本

県のブランドを生かした地域づくりなどに加

え、霧島山火山活動対策及び台風被害対策や、

防災・減災、国土強靱化対策等に積極的に対応

しつつ、事務事業の徹底した見直しや有利な財

源の確保等に取り組み、財政調整関係基金の必

要額の維持や、県債残高の抑制による将来的な

公債費の負担軽減を図ったところであります。

今後、年々増加する社会保障関係費に加え、

防災・減災対策や公共施設の老朽化対策、さら

には国民スポーツ大会開催に係る経費等に多額

の財源が必要となる中、人口減少問題や地域経

済の活性化など、本県の抱える課題に的確に対

応しつつ、将来を見据えた施策を積極的に推進

していくためには、財政改革を「不断の取組」

として継続し、引き続き健全な財政運営を行っ

ていく必要があると考えております。

議案第28号から第31号までは、平成30年度の

電気事業会計、工業用水道事業会計、地域振興

事業会計及び県立病院事業会計につきまして、

地方公営企業法の規定に基づき、決算について

議会の認定に付するものであります。

このほか、報告が２件ございますが、平成30

年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率につきまして、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律の規定に基づき、また、平成30

年度宮崎県公営企業会計（電気事業）継続費精

算報告書につきまして、地方公営企業法施行令

の規定に基づき、それぞれ議会に報告するもの

であります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす10月１日から２日までは、議案調査のた

め本会議を休会いたします。

次の本会議は、10月３日午前10時から、決算

議案に対する質疑、決算特別委員会の設置及び

決算議案の委員会付託であります。

本日はこれで散会いたします。

午前11時39分散会
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令 和 元 年 1 0 月 ３ 日 （ 木 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 村 久 人

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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決算議案に対する質疑◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、決算議案に対する質疑、決算

特別委員会の設置及び決算議案の委員会付託で

あります。

まず、議案第27号から第31号までの各号議案

を一括議題といたします。

これより議案に対する質疑に入りますが、質

疑についての発言時間は１人10分以内といたし

ます。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

おはようございます。日本○前屋敷恵美議員

共産党の前屋敷恵美でございます。

議案第27号「平成30年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について」の質疑を行います。自席から

行わせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

まず、財政運営で、歳出について伺います。

各部署での不用額が、総額135億7,543万円

余、前年度を34億600万円余も上回っています。

この不用額について、民生費、衛生費、農林水

産業費、教育費について、その額とその主な理

由・内容をお聞かせください。

まず、民生費○福祉保健部長（渡辺善敬君）

と衛生費についてでございます。

民生費の不用額は９億3,997万円余で、その主

なものは、生活保護扶助費や幼稚園や保育所等

への運営に要する施設型給付費などでございま

して、衛生費の不用額は４億3,782万円余で、そ

の主なものは、救急医療対策費や難病等対策費

などに係るものであります。

不用となった理由でありますが、それぞれの

実績が見込みを下回ったことによるものであり

ます。

農林水産業費○農政水産部長（坊薗正恒君）

の不用額につきましては、全体で23億9,830万円

余となっております。その主なものといたしま

しては、畜産競争力強化整備事業におきまし

て、事業実施主体の事業計画の変更や、入札等

による事業費の減により不用となったこと、ま

た、口蹄疫や鳥インフルエンザ等の危機事象に

対応する予算について、当該疾病の発生がな

かったことにより不用となったことなどによる

ものでございます。

教育費は、全体で８○教育長（日隈俊郎君）

億3,784万円余の不用額でありますが、その主な

ものは、職員の人件費において、職員手当等や

給料などの実績が見込みを下回ったことなどに

よるものであります。

では次に、翌年度繰越額に○前屋敷恵美議員

ついても、497億4,826万円余と、前年度を48

億2,932万円余も上回っております。この繰越額

について、民生費、衛生費、農林水産業費につ

いて、その額とその主な要因をお聞かせくださ

い。

民生費の翌年○福祉保健部長（渡辺善敬君）

度繰越額は２億8,425万円余で、その主なもの

は、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事

業でございます。繰り越しとなった理由であり

ますが、国の補正予算の関係により、事業実施

期間が不足することによるものであります。

衛生費の翌年度繰越額は１億7,584万円余で、

その主なものは、地域密着型サービス施設等の

整備であります。繰り越しとなった理由であり

ますが、事業主体において事業が繰り越しとな

ることによるものであります。

農林水産業費○農政水産部長（坊薗正恒君）

令和元年10月３日(木)
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の繰越額は、全体で156億5,437万円余となって

おります。その主なものは、国庫補助決定に伴

いまして、平成31年２月の補正予算で計上いた

しました公共土地改良事業や、林業・木材産業

構造改革事業など、工期が不足したことなどに

よるものでございます。

では次に、特別会計につい○前屋敷恵美議員

て伺いたいと思います。

まず、育英資金特別会計についてです。

平成30年度の貸付金は７億9,513万8,000円で

す。何名が利用されているのか、お答えくださ

い。

育英資金の貸与状況○教育長（日隈俊郎君）

についてでありますが、平成30年度は2,476名と

なっております。

貸し付けの額も、毎年減少○前屋敷恵美議員

をしております。育英資金の利用者は、

今、2,476名とお答えになりましたが、前年度と

比べても510名も少なくなっております。減少し

ている要因をどのように見ておられるか、伺い

たいと思います。

貸与ニーズの減少の○教育長（日隈俊郎君）

要因を特定するのは困難でありますけれども、

私どものほうでは、他の修学支援制度の充実

や、雇用状況の改善などが影響をしているので

はないかと考えております。

では、次に移ります。○前屋敷恵美議員

次に、林業改善資金特別会計について伺いま

す。

平成30年度予算現額は８億9,304万7,000円、

貸付金は8,567万円、9.5％です。この貸し付け

は、何件の貸し付けだったのか、貸付実績を、

前年度の比較で伺いたいと思います。

林業・木材産○環境森林部長（佐野詔藏君）

業改善資金の平成 3 0年度の貸付実績は 1 0

件、8,567万円で、前年度に比べ４件、3,365万

円の増額となっております。

監査意見書で、「歳出予算○前屋敷恵美議員

現額と支出済額との乖離がある」という指摘が

なされています。これは、昨年度も同じ指摘が

あったんですけれども、予算現額を平成29年度

に８億6,000万円余に大幅に増額した時点から、

乖離が起きていると思います。予算現額をふや

した理由と、ふやしたけれども貸し付けが伸び

ない、乖離が生じていることをどのように見て

おられるか、伺いたいと思います。

予算額の増の○環境森林部長（佐野詔藏君）

理由としましては、年度当たりの融資枠２

億5,000万円は変更ないものの、平成29年度から

は、翌年度以降に貸し付けるための準備金も貸

付金として予算に計上し、ニーズの増加にも対

応できるようにしたためであります。

また、支出済額につきましては、資金の主な

利用目的であります高性能林業機械等の導入に

つきまして、補助率の高い有利な補助事業が創

設されたことなどが影響しているものと考えて

おります。

それでは次に、国民健康保○前屋敷恵美議員

険特別会計について伺います。

平成30年度から国保の都道府県化が始まり、

特別会計が設置されました。収入済額1,165

億4,437万円余のうち、雑入及び民生費負担金等

の項目がありますが、どのような収入なのか、

金額、内容について伺いたいと思います。

民生費負担金○福祉保健部長（渡辺善敬君）

でございますが、335億5,854万円余で、市町村

からの国民健康保険事業費納付金でございま

す。

雑入は369億8,130万円余で、社会保険診療報

酬支払基金から交付された療養給付費等交付金
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及び前期高齢者交付金、並びに国民健康保険中

央会から交付された特別高額医療費共同事業交

付金でございます。

また、不用額が15億8,784万○前屋敷恵美議員

円余ありますけれども、その内容も御説明くだ

さい。

不用額でござ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

います。その主なものとしましては、市町村が

医療機関等に支払う保険給付費に対しまして、

県がその全額を負担する市町村への交付金であ

ります。

不用となった理由でありますが、保険給付費

の実績が見込みを下回ったことによるものであ

ります。

では続いて、各種施策事業○前屋敷恵美議員

について伺いたいと思います。

まず、医療・福祉に関してです。

平成30年度、県内で臨床研修を開始した医師

数を、前年度と比較してお答えください。

医師確保につ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

きましては、宮崎大学を初め県医師会等と一体

となり取り組んだ結果、平成30年４月から、県

内で59名が臨床研修を開始しておりまして、前

年度と比べ３名の増加となっております。

次に、同じく看護師確保の○前屋敷恵美議員

実績について、前年度と比較して伺います。

県立看護大学○福祉保健部長（渡辺善敬君）

を初め、県内の看護師等養成所における新卒者

の県内就職者数は584名でございまして、前年度

と比べ10名減少しております。

また、再就職を目指す方への復職支援を行う

ナースバンク事業では、371人が職場復帰をした

ところでございまして、前年度と比べ32人減少

しております。

では次に、県立病院におけ○前屋敷恵美議員

る医師数、看護師数について、前年度と比較し

て伺いたいと思います。病院局長、お願いしま

す。

まず、医師の総数○病院局長（桑山秀彦君）

でありますが、大学医局への派遣要請等を継続

して行った結果、平成31年４月時点で205名、前

年度より３名増加しております。

また、看護師については、看護体制の維持・

充実等のため採用を行いました結果、平成31年

４月時点で1,092名、前年度より18名増加してお

ります。

では次に、障がい者の就○前屋敷恵美議員

労、雇用の実績について伺います。

県、市町村及び企業における障がい者の就労

実績、また、就労継続支援事業所の利用者数

と、支援事業所での賃金及び賃金向上、工賃向

上の実績について伺います、

国が公表して○福祉保健部長（渡辺善敬君）

おります障がい者の雇用状況につきましては、

平成30年６月１日現在、県が296.5人、市町村

が264.5人、企業が2,776人となっております。

また、就労継続支援事業所の利用者数等の実

績につきましては、平成30年度末で、Ａ型事業

所では、利用者数827人、賃金の平均月額が、前

年度比1,384円増の６万2,776円となっておりま

して、Ｂ型事業所では、利用者数2,632人、工賃

の平均月額が、前年度比633円増の１万9,218円

となっております。

では次に、国民健康保険事○前屋敷恵美議員

業について伺います。

市町村国保の加入世帯数及び滞納世帯数、ま

た、保険証についてですが、短期被保険者証及

び資格証明書の交付状況についてお聞かせくだ

さい。

市町村国保の○福祉保健部長（渡辺善敬君）
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加入世帯総数は、平成30年６月１日現在で17

万2,674世帯でございまして、このうち滞納世帯

は２万4,650世帯となっており、滞納世帯のう

ち、短期被保険者証の交付は１万751世帯、資格

証明書の交付は1,342世帯となっております。

また、未交付世帯の状況○前屋敷恵美議員

と、未交付世帯に対する県の対応はどうだった

のかを伺いたいと思います。

未交付世帯数○福祉保健部長（渡辺善敬君）

は、平成30年８月の調査では567世帯となってお

りまして、県では市町村に対し、未交付世帯の

実態把握や分割納付の相談に応じるなど、未交

付の解消が図られるよう助言を行ったところで

あります。

では次に、放課後児童クラ○前屋敷恵美議員

ブについて伺います。

その設置箇所数、登録児童数、待機児童数に

ついてお聞かせください。

放課後児童ク○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ラブにつきましては、毎年５月１日に実施状況

調査を行っておりまして、平成30年の設置箇所

数は254カ所、登録児童数は１万1,409人、待機

児童数は265人となっております。

あわせて、児童クラブの職○前屋敷恵美議員

員体制について伺います。児童クラブの従事者

数及び放課後児童支援員の人数、そして資格の

保有状況についてお聞かせください。

放課後児童ク○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ラブの従事者につきましては1,055人で、そのう

ち放課後児童支援員が803人でございます。放課

後児童支援員のうち保育士資格保持者が338人、

教員免許保持者が245人となっております。

あわせて、障がい児童の受○前屋敷恵美議員

け入れについての実績を、前年度との比較でお

聞かせください。

障がい児の受○福祉保健部長（渡辺善敬君）

け入れ児童数は、平成30年は236人、平成29年

は249人となっております。

続いて、特別養護老人ホー○前屋敷恵美議員

ムの待機者の現状を伺います。このうち、要介

護３以上の方の数について、前年度との比較で

伺います。

県内の特別養○福祉保健部長（渡辺善敬君）

護老人ホームの入所申込者、いわゆる待機者の

数でございますが、平成31年４月１日現在

で2,617人と、前年と比較して201人少なくなっ

ております。このうち要介護３以上の方は1,842

人で、前年と比較して69人少なくなっておりま

す。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

では次に、環境・エネルギー関係で、再生可

能エネルギー等普及促進事業の内容と実績につ

いて伺いたいと思います。

当該事業は、○環境森林部長（佐野詔藏君）

再生可能エネルギーについての普及啓発を図る

ため実施しているものでありまして、平成30年

度は、親子再エネ教室や製品展示などの県民向

け研修会を12回、また、国のエネルギー政策や

先進的な取り組み事例を紹介する事業者向け講

習会を１回開催し、合わせて約１万人の参加や

来場があったところであります。

では次に、教育関連で伺い○前屋敷恵美議員

ます。

特別支援学校における教室不足の解消とス

クールバス設置について、平成30年度の実績を

伺いたいと思います。

都城きりしま支援学○教育長（日隈俊郎君）

校に５教室の増設、日向ひまわり支援学校に３

教室の増設を行いました。また、みなみのかぜ

支援学校に５教室を増設するための設計を行っ

令和元年10月３日(木)
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たところであります。

スクールバスにつきましては、平成29年度か

ら増台いたしまして、８校において19台を配置

しております。

最後になりますが、学校給○前屋敷恵美議員

食について伺いたいと思います。

学校給食における食材の調達状況及び地産地

消の地場産品の活用状況をお聞かせください。

学校給食で使用する○教育長（日隈俊郎君）

食材のうち、米やパン、牛乳につきましては、

県学校給食会を通じて調達されております。ま

た、肉、魚などの食材につきましては、主に各

市町村、または各学校により、地元の業者等を

通じて調達されております。

本県地場産品の活用状況につきましては、食

材の数をベースとした国の調査において、近

年30％程度と、全国平均を上回る割合で推移し

ているところであります。

それぞれお答えをいただき○前屋敷恵美議員

まして、ありがとうございました。

以上で質疑を終わらせていただきます。あり

がとうございました。

ほかに質疑の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で質疑は終わりました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和元年10月３日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 議会運営委員長 外山 衛

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

決算特別委員会の設置について

議員発議案第５号上程、採決◎

ただいま朗読いたしました○丸山裕次郎議長

議員発議案第５号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、説明及び質疑を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第５号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第27号から第31号まで◎

決算特別委員会付託

次に、議案の委員会付託に○丸山裕次郎議長

ついてお諮りいたします。

議案第27号から第31号までの各号議案につい

ては、お手元に配付の付託表のとおり、ただい

ま設置が決定いたしました決算特別委員会に付

託することに御異議ありませんか。

令和元年10月３日(木)
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

なお、執行部はここで退席となります。

午前10時22分休憩

午前10時34分開議

議長の報告（決算特別委員会正副委員長◎

互選結果）

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

決算特別委員会 委 員 長 山下 博三

副委員長 日髙 陽一

ただいまの朗読のとおりで○丸山裕次郎議長

あります。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす４日から14日までは、決算特別委員会及

び議事整理等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、15日午前10時から、決算特別

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午前10時35分散会

令和元年10月３日(木)
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令 和 元 年 1 0 月 1 0 日 （ 木 曜 日 ）

午後１時34分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁
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議案第32号追加上程◎

本日は休会の日であります○丸山裕次郎議長

が、議事の都合により、特に会議を開きます。

これより本日の会議を開きます。

お手元に配付のとおり、知事から議案第32号

の送付を受けましたので、これを日程に追加

し、議題とすることに御異議ございませんか。

〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

議案第32号を上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 ただいま提案○知事（河野俊嗣君）

いたしました議案の概要について御説明申し上

げます。

今回、追加提案いたしました補正予算案は、

アフリカ豚コレラ等緊急総合対策に伴う経費に

ついて措置するものであります。

補正額は、一般会計７億177万2,000円、これ

に要します歳入財源は、繰入金７億177万2,000

円であります。この結果、一般会計の歳入歳出

予算規模は6,122億8,862万2,000円となります。

次に、事業内容についてでありますが、アジ

アで急速に拡大するアフリカ豚コレラや、国内

で拡大を続ける豚コレラの県内農場での発生を

防止するため、感染要因とされる野生イノシシ

の農場への侵入防止対策を緊急的に実施すると

ともに、家畜伝染病に対する県内の防疫体制を

強化するものであります。

具体的には、野生動物進入防止のための防護

柵や、農場に出入りする際の交差汚染を防ぐた

めの更衣室の設置を支援するとともに、野生イ

ノシシ等のウイルス検査を強化いたします。

また、海外からの来訪者や渡航者への啓発、

空港や港湾、県内宿泊施設等における消毒体制

を強化するほか、県産豚肉の消費拡大に向けた

取り組みを実施いたします。

現在実施している防疫対策に加え、これらの

取り組みにより、より一層、家畜防疫体制を強

化し、アフリカ豚コレラ等の家畜伝染病を発生

させないよう、しっかり取り組んでまいりま

す。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

質疑の通告はありません。

議案第32号委員会付託◎

ここで、議案第32号は、お○丸山裕次郎議長

手元に配付の付託表のとおり、総務政策常任委

員会及び環境農林水産常任委員会に付託いたし

ます。

これからの日程をお知らせいたします。

本日の本会議終了後、14日までは、常任委員

会及び議事調査等のため、本会議を休会いたし

ます。

次の本会議は、15日午前10時から、決算特別

委員長の審査結果報告から採決まで及び常任委

員長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時37分散会
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決算特別委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

議事に先立ちまして、一言申し上げます。

今回の東日本を中心とした台風19号の豪雨等

による災害で、多くのとうとい命が失われるな

ど、大勢の方々が被害に遭われました。

この甚大な被害により亡くなられた方々に対

し、謹んで哀悼の意を表するとともに、被災さ

れた皆様に対し、心からお見舞いを申し上げま

す。

それでは、これより議事に入ります。

本日の日程は、決算特別委員長の審査結果報

告から採決まで、及び常任委員長の審査結果報

告から採決までであります。

まず、議案第27号から第31号までの各号議案

を、一括議題といたします。

ここで、決算特別委員長の審査結果報告を求

めます。決算特別委員会、山下博三委員長。

〔登壇〕（拍手） 当決算特別○山下博三議員

委員会に付託されました、議案第27号から第31

号に係る平成30年度決算の認定等について、各

分科会を中心に審査を行ってきたところであり

ますが、その審査の経過及び結果について、御

報告申し上げます。

まず、議案第27号「宮崎県歳入歳出決算」の

概要についてであります。

平成30年度の一般会計決算額は、歳入5,804

億733万6,000円、歳出5,680億8,809万8,000円

で、前年度決算額と比べ、歳入・歳出ともに1.1

％の減となっております。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収

支は123億1,923万8,000円であり、このうち翌年

度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は、61

億7,049万3,000円の黒字となっております。

また、小規模企業者等設備導入資金など15の

特別会計の決算状況は、総額で、歳入が2,228

億3,293万4,000円、歳出が2,185億9,395万7,000

円となっております。

次に、議案第28号「宮崎県電気事業会計決

算」の概要についてであります。

平成30年度の事業収益は50億1,987万円、事業

費用は41億9,318万8,000円で、当年度純利益は

８億2,668万1,000円となっており、その他未処

分利益剰余金変動額と合わせた未処分利益剰余

金は、15億592万9,000円となっております。

また、その処分については、一部を資本金へ

組み入れ、残余は利益積立金等に積み立てるこ

ととされております。

なお、供給電力量の目標達成率は、降雨に恵

まれるとともに、効率的な発電が行われたこと

により、112.3％となっております。

次に、議案第29号「宮崎県工業用水道事業会

計決算」の概要についてであります。

平成30年度の事業収益は３億9,178万8,000

円、事業費用は２億6,870万4,000円で、当年度

純利益は１億2,308万4,000円となっており、そ

の他未処分利益剰余金変動額と合わせた未処分

利益剰余金は、１億8,880万6,000円となってお

ります。また、その処分については、一部を資

本金へ組み入れ、残余は借入金償還積立金に積

み立てることとされております。

なお、常時使用水量の目標達成率は、日向市

へ一時的な給水を行ったことなどにより、110.1

％となっております。

次に、議案第30号「宮崎県地域振興事業会計

決算」の概要についてであります。

平成30年度の事業収益は1,954万9,000円、事

業費用は2,654万1,000円で、当年度純損失は699

令和元年10月15日(火)
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万2,000円となっており、その他未処分利益剰余

金変動額と合わせた未処分利益剰余金は、237

万9,000円となっております。また、その処分に

ついては、全額を資本金へ組み入れることとさ

れております。

なお、施設利用者数の目標達成率は、三度に

及ぶ台風や大雨によるゴルフコースの冠水被害

等により、80.6％となっております。

最後に、議案第31号「宮崎県立病院事業会計

決算」の概要についてであります。

平成30年度の事業収益は325億6,061万5,000

円、事業費用は325億6,576万9,000円で、当年度

純損失は515万5,000円となり、前年度と比較す

ると、3,426万5,000円の減益となっておりま

す。

なお、特別利益及び特別損失を除いた経常収

支については、前年度から8,150万2,000円改善

したものの、４億4,946万8,000円の赤字となっ

ております。

これらの決算審査に当たっては、予算の執行

が議会の議決の趣旨及び目的に沿って適正かつ

効率的になされ、所期の事業目的が達成された

かどうかについて確認することを基本とした決

算審査方針に基づき、慎重な審査を行いまし

た。

その結果、一部に改善すべき点は見受けられ

るものの、全般的に適正に執行されており、議

案27号については賛成多数、議案第28号から

第31号については全会一致で、認定、または可

決及び認定すべきものと決定いたしました。

以下、当委員会における指摘要望事項につい

て申し上げます。

まず、総括的事項であります。

本県財政を取り巻く状況は、年々増加する社

会保障関係費に加え、防災・減災対策や公共施

設の老朽化対策、さらには国民スポーツ大会開

催に係る経費等も必要となるなど、今後、多額

の財政負担が見込まれており、引き続き厳しい

状況が続くものと考えられます。そこで、今後

の財政負担を見込んだ上で、引き続き財政改革

を着実に実行し、予算の効率的・効果的な執行

に努めるとともに、歳入確保にもしっかりと取

り組み、健全な財政運営を行うことを求めま

す。

次に、個別指摘事項として、次の諸点につい

て県当局の今後一層の取り組みや検討、改善を

求めるものであります。

１つ、地域防災力の向上について、市町村と

連携し、山間地などでも、より一層の防災士の

養成や活用を目指すこと。

１つ、中山間盛り上げ隊について、より中山

間集落の自立支援につながるものとなるよう、

引き続き改善に努めること。

１つ、国際的な相互交流を促進するため、ア

ウトバンドについても、県を挙げて取り組むこ

と。

１つ、「桜さく成長応援ガイド」の作成につ

いて、学校で支援内容が相談できる体制づくり

を、教育委員会と連携して取り組むこと。

１つ、薬物乱用防止教室について、開催する

地域や学校を選定する際は、薬物の使用実態や

流通ルートなどの情報も考慮すること。

１つ、宿泊施設アクセシビリティ推進事業に

ついて、全国障害者芸術・文化際や全国障害者

スポーツ大会の本県開催を控える中、宿泊施設

のバリアフリー化は喫緊の課題なので、関係機

関と連携して計画的に取り組むこと。

１つ、県立病院について、宮崎県病院事業経

営計画2015に定めた経営目標の達成に向け、収

支改善に向けた取り組みを強化することで、経
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営基盤の安定化を目指すこと。

１つ、商工会の支援について、今後も商工会

が地域経済を支える機能を発揮できるよう、国

の施策等も活用しながら、積極的に取り組むこ

と。

１つ、道路環境保全活動について、民間業者

における人手不足の状況下においても、安全な

道路環境の維持や景観の保護が図られるよう、

効率的・効果的な草刈りの手法の検討等、総合

的な視点で取り組むこと。

１つ、土砂災害危険箇所の整備について、安

全安心な暮らしを守る観点からも、可能な限り

住民の声に耳を傾け、市町村との連携を深める

など、引き続き土砂災害危険箇所の整備に努め

ること。

１つ、循環型社会の実現に向けた取り組みに

ついて、４Ｒ等の普及啓発に向けた取り組みを

より一層強化するとともに、リサイクル率など

の向上に向け、市町村と一体となって実効性の

ある対策に取り組むこと。

１つ、「夏の林業現場働き方改革」下刈労働

軽減実証事業について、引き続き実証を重ね、

関係機関と連携しながら、省力化技術の確立及

び普及に取り組むこと。

１つ、地域が潤う農泊クラスター支援事業に

ついて、事業の検証も行いながら、さらなる支

援の拡大に努めるとともに、継続して取り組む

こと。

１つ、中山間地域における貨客混載輸送試験

について、関係部局と連携して、中山間地域に

おける効率的な輸送体制の構築に向けた検証に

引き続き取り組むこと。

１つ、人口減少対策について、教育現場でも

児童生徒が学び、考えるきっかけづくりを行う

など、積極的に取り組むこと。

１つ、教職員の資質向上について、研修メニ

ューの再検討や予算の確保に努めること。

１つ、高齢者の交通安全対策について、講習

受講者等の効果分析を行うとともに、引き続き

必要な予算の確保に努めること。

当委員会での指摘要望事項は以上であります

が、今後の予算編成及び事業執行に当たって

は、当委員会並びに監査委員の指摘要望事項に

ついて特段の改善と努力が図られるよう、重ね

て要望するものであります。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、決算特別委員長の○丸山裕次郎議長

審査結果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入ります○丸山裕次郎議長

が、討論についての発言時間は１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○前屋敷恵美議員

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。

討論に先立ちまして、今回の台風19号は甚大

な被害をもたらしました。犠牲となられた

方々、そして御家族に心からのお悔やみを申し

上げますとともに、被害に遭われた皆様に心か

らお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧・

復興、そして何より生活再建支援に、政府はも

とより、自治体が全力を挙げることはもちろん

ですが、私どももできる限りの支援を尽くすこ

とを表明するものです。
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それでは、日本共産党を代表いたしまして、

議案第27号「平成30年度宮崎県歳入歳出決算の

認定について」、反対の立場から討論を行いま

す。

河野県政２期目の最終年、30年度の基本方針

は、「みやざきの更なる飛躍と新たな挑戦」と

位置づけられ、また、「新たな豊かさ」という

言葉も使われましたが、どんな豊かさなのか、

果たして県民の暮らしの安心・安定に裏打ちさ

れた豊かさなのか、大きく問われるところで

す。

歳入については、県内経済にも県民の暮らし

にも、消費税８％の負担は大きく及びました。

県が安定財源だとしている地方消費税がふえた

とはいえ、県民の暮らしの負担の上に成り立つ

増収です。

地方交付税は前年度比43億円余の減額、代替

財源である臨時財政対策債は232億円余と、県債

の３分の１以上を占めており、借金をして財政

運営に充てることに変わりはなく、後年度に

しっかりと交付税措置されるのでしょうか。

一方、歳出においては、施設の老朽化対策や

防災拠点庁舎の建設、2026年度開催予定の国民

スポーツ大会に向けた各県有体育施設の整備な

ど、特に、陸上競技場の建設場所の選定に当

たっては論議を呼びましたが、巨額の必要経費

がめじろ押しです。

しかし、県民所得が全国最低クラスという本

県で、安心して暮らせる状況がつくられたの

か、人口減少対策にもつながる医療や福祉の充

実など、県民の切実な願いに応えられたのか、

地方自治体の本旨にかかわる検証が求められる

ものです。

30年度も、前年度を上回る497億円余の多額を

翌年度に繰り越しました。また、各部局での不

用額も、総額で135億7,000万円余と、前年度

の101億6,000万円余を大きく上回りました。

見込みを下回った、また、国の事業の確定な

どによるものなど、理由はそれぞれあります

が、予算の的確な積算を行い、県民要求に応え

られる予算編成にすることが必要です。また、

この不用額については、適切な時期に適切な見

直しを行って、生きた税金、予算の使い方にな

るよう強く求めるものです。

次に、県民生活に直接かかわる問題について

述べます。

まず、福祉・社会保障関連についてです。

政府が全都道府県に策定させた「地域医療構

想」のもとに、入院病床の削減や介護抑制の本

格化に向けて、30年度は「地域医療介護総合確

保基金事業」２億3,700万円余による、病床機能

の転換等を図る医療機関の施設・設備の整備が

行われました。この基金事業で、令和元年度は

７億3,200万円余が見込まれています。

厚労省は先月26日、「再編統合の議論が必

要」と位置づけた全国424の医療機関の実名を公

表しました。

宮崎県は、７つの病院が対象に挙げられまし

たが、政府は実名を挙げることで、都道府県に

対象医療機関の扱いの結論を出すことを迫り、

病床削減による医療費削減を進める狙いです。

こうして、病床削減の具体化が図られようとし

ていますが、この病床削減は、入院患者の追い

出しを強化し、患者や家族の困難を増すものと

して、認められないものであり、行政の責任は

免れません。

また、介護保険制度の改悪が進む中で、特別

養護老人ホームの待機者は2,617人、このうち要

介護３以上は1,842人と、その対応は大きく立ち

おくれています。
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また、安心して子供を産み育てるための子育

て支援は、人口減少対策としても重要です。中

でも、全ての市町村で、住民の切実な要望のも

とに実施している、子ども医療費助成における

県の支援、助成の拡充は不可欠であると思いま

す。

また、重度障害者（児）医療費助成の現物給

付化は、ひとり親家庭も含めて、早急な対応が

求められる課題です。

次に、基幹産業である農業についてです。Ｔ

ＰＰ11が昨年12月、ことし２月には日欧ＥＰＡ

が発効し、巨大な自由貿易圏がつくられまし

た。

この国際化に対応するとする畜産競争力強化

事業や農畜産物輸出、食肉輸出のための施設・

拠点整備が進められました。しかし、輸入産品

についての対応は見られず、食の安全も含めた

対応は必至になっています。

今後は、日米貿易協定合意のもとに、日米Ｆ

ＴＡに対する対応も迫られます。しかし、何よ

り、経済主権、食料主権が守られる公平・公正

な貿易ルールこそ確立すべきです。

次に、除草剤散布の問題について、県道や国

道沿いに、試行的とはいえ、除草剤の散布が行

われています。また、森林での下草刈りを目的

に、無人ヘリでの除草剤散布が行われました。

県民から、人体への影響や環境汚染につながる

問題を危惧する声が寄せられています。人手不

足が大きな要因のようですが、安易な除草剤使

用は改めるべきだと思います。

次に、「公の施設の指定管理者の指定につい

て」述べます。

この指定管理者制度は、専門性が生かされる

ことや、行政コスト削減などを目的に、あらゆ

る部署で進められています。しかし、公営住宅

の管理を民間業者に委託することについては、

本来、行政が責任を負うべきプライバシーの保

護という点で、個人の生活に直接立ち入る家賃

の徴収・督促業務に関して、指定管理者制度は

ふさわしくないと反対をしてまいりましたが、

改めて見直しを求めたいと思います。

次に、マイナンバー制度の施行に伴う対応に

ついて述べます。

マイナンバー制度が実施されて以来、本県も

システム整備などに予算を投入しながら運用が

行われ、個人の持つカード化も推進されていま

す。

しかし、この制度は、全ての国民の税金や保

険料納付などの個人情報を一元的に管理、活用

しようとするもので、何より、個人情報が容易

に集積されるという点で、一たび流失したり、

悪用されたりすれば、プライバシーの侵害や犯

罪の問題を引き起こしかねません。既に、日本

年金機構や民間企業での個人情報の流失事故は

たびたび起きています。

そもそもマイナンバー制度は、徴税強化と社

会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳

格に掌握することを狙った仕組みであり、国民

を監視する手段にされかねない側面を持つもの

でもあります。こうした制度を続けることは問

題であり、やめることが必要です。

最後に、監査委員の意見書で毎年指摘され、

私も申し上げてまいりましたが、職員数の減少

に伴う職員一人一人の事務量、また実務量が拡

大していることへの対応の問題です。

意見書では、財務会計事務についての指摘に

とどまっていますが、全庁的な課題として受け

とめるべきと思います。

事務の簡素化、省力化も大事ですが、必要な

人材の確保がより重要であることを指摘してお

令和元年10月15日(火)
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きたいと思います。

以上、平成30年度決算について、問題点を

絞って指摘いたしました。県民の期待に応える

べく、今後の予算編成に生かしていただくこと

を申し述べて、決算認定についての反対討論と

いたします。以上です。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で討論は終わりました。

議案第27号採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

まず、議案第27号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は認定で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は○丸山裕次郎議長

委員長の報告のとおり認定されました。

議案第28号から第31号まで採決◎

次に、議案第28号から第31○丸山裕次郎議長

号までの各号議案について、一括お諮りいたし

ます。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決及び認定、または認定であります。委員長

の報告のとおり決することに御異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は、委員長の報告のとおり可

決及び認定、または認定されました。

常任委員長審査結果報告（議案第32号）◎

次に、議案第32号を議題と○丸山裕次郎議長

いたします。

ここで、総務政策常任委員長及び環境農林水

産常任委員長の審査結果報告を求めます。ま

ず、総務政策常任委員会、日髙陽一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日髙陽一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第32号「令和元年度宮崎県一般会計補正予

算（第３号）」であります。

これは、アフリカ豚コレラ等緊急総合対策に

伴う経費を措置するもので、７億100万円余の増

額補正となっており、歳入財源は、全額が繰入

金となっております。

この結果、追加補正後の一般会計の予算規模

は、6,122億8,800万円余となります。

慎重に審査をいたしました結果、全会一致で

原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委○丸山裕次郎議長

員会、野﨑幸士委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○野﨑幸士議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第32号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

農政水産部の補正予算についてであります。

今回の補正は、アフリカ豚コレラ等緊急総合

対策事業に伴うものであり、一般会計で７億100

万円余の増額であります。

令和元年10月15日(火)
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これは、アジアで急速に拡大しているアフリ

カ豚コレラや、国内で被害が拡大している豚コ

レラについて、緊急的に、農場における野生動

物進入防止柵の設置に対する支援や、空港・港

湾施設における水際防疫対策の強化等を行うこ

とで、県内での発生を防止し、養豚経営の安定

化を図るものであります。

このことについて委員より、「感染要因とさ

れる野生イノシシへの対策については、どのよ

うに取り組むのか」との質疑があり、当局よ

り、「通常の有害鳥獣としての駆除とあわせ

て、猟友会が捕獲したものを家畜保健衛生所で

検査する体制を整え、県内での感染状況を把握

することで、陽性の際の早期対応につなげてい

く予定である」との答弁がありました。

これに対して複数の委員より、「野生イノシ

シの減少により、感染リスクの低減が期待でき

ることから、猟友会等と連携を密にし、イノシ

シの捕獲についても取り組みを強化していただ

きたい」との意見がありました。

また、複数の委員より、「県内での発生を未

然に防止するためには、防護柵の設置に加え、

行政機関や県民等がそれぞれの役割を認識した

上で、水際防疫、地域防疫に取り組むことが大

変重要だと考えるが、どのように取り組むの

か」との質疑があり、当局より、「感染要因と

なる海外からの畜産物の持ち込み防止に関する

啓発活動や、入国時の消毒、検疫などの水際防

疫について、国等との連携により取り組みを強

化するとともに、県内の防疫意識の向上等につ

いても、市町村や関係機関と連携しながら引き

続き取り組むことで、さらなる防疫レベルの向

上を図ってまいりたい」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、口蹄疫の経験を

教訓とし、今後も防疫対策の徹底に努めるとと

もに、行政機関や関係機関、県民が一体となっ

た防疫体制の構築に向け、全力で取り組んでい

ただくよう要望します。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査○丸山裕次郎議長

結果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑及び討論

の通告はありません。

議案第32号採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

議案第32号についてお諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、本案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

閉 会◎

以上で、今期定例会の議事○丸山裕次郎議長

は全て終了いたしました。

これをもちまして、令和元年９月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時31分閉会

令和元年10月15日(火)
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